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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別地域内における許可又は届出を要しない行為）

第１７条 条例第２１条第９項第５号に規定する知事が定める行為は、

次に掲げるものとする。

�～� 省略

� 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条第１項の規定に

より一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第２１条第１

項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第

２２条第１項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者

又は同法第２３条第１項の規定により貨物専用不定期航路事業の

届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

�～� 省略

（特別地域内における許可又は届出を要しない行為）

第１７条 条例第２１条第９項第５号に規定する知事が定める行為は、

次に掲げるものとする。

�～� 省略

� 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条 の規定に

より一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第２０条の規

定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第２１条の規定

により旅客不定期航路事業の許可を受けた者

が当該事業を営むために動力船を使用すること。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が

指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航

空機を着陸させることであつて次に掲げるもの

ア～キ 省略

ク 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条第１項の規定

により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第２１条

第１項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、

同法第２２条第１項の規定により一般不定期航路事業の登録を

受けた者又は同法第２３条第１項の規定により貨物専用不定期

航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使

用すること。

ケ 省略

�・	 省略

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が

指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航

空機を着陸させることであつて次に掲げるもの

ア～キ 省略

ク 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条 の規定

により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第２０条

の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第２１条

の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者

が当該事業を営むために動力船を使

用すること。

ケ 省略

�・	 省略

改 正 後 改 正 前

（特定希少野生動植物保護区における許可を要しない行為）

第１３条 条例第２０条第６項第２号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～
 省略

� 条例第２０条第１項第９号に掲げる行為であって、次に掲げる

もの

（特定希少野生動植物保護区における許可を要しない行為）

第１３条 条例第２０条第６項第２号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～
 省略

� 条例第２０条第１項第９号に掲げる行為であって、次に掲げる

もの
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 海上運送法等の一部を改正する法律（令和５年法律第２４号。以下「改正法」という。）附則第３条第２項の規定により引き続き小型船

舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２１条第１項の許可を受けた者

とみなして第１条の規定による改正後の愛媛県県立自然公園条例施行規則第１７条第１項第３０号の規定、第２条の規定による改正後の愛媛

県自然環境保全条例施行規則第１８条第１項第１１号クの規定及び第３条の規定による改正後の愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条

例施行規則第１３条第１項第８号ケの規定を適用する。

３ 改正法附則第６条第５項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第

３条の規定（改正法附則第１条第５号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の海上運送法第２２条第１項の登録を受けた者とみなして

第１条の規定による改正後の愛媛県県立自然公園条例施行規則第１７条第１項第３０号の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県自然環境

保全条例施行規則第１８条第１項第１１号クの規定及び第３条の規定による改正後の愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則

第１３条第１項第８号ケの規定を適用する。

�愛媛県規則第１６号
児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（措置費等の請求書）

第４５条 次の各号に掲げる費用は、それぞれ当該各号に定める請求

書により、当該月分について毎翌月の８日までに知事に請求しな

ければならない。ただし、医療費については、診療報酬請求明細

書により毎翌月の１０日までに知事に請求しなければならない。

� 法第５０条第６号の２に規定する費用、同条第７号に規定する

費用（里親への委託に要する費用及び里親支援センターにおい

て行う里親支援事業に要する費用を除く。）及び同条第７号の

３に規定する費用（児童自立生活援助事業所Ⅲ型のうち里親の

居宅での実施に要する費用を除く。） 児童福祉措置費請求書

（様式第３７号）

� 法第５０条第７号に規定する費用（里親支援センターにおいて

行う里親支援事業に要する費用に限る。） 里親支援事業費請

求書（様式第３７号の２）

２ 前項第１号に規定する費用の概算額の交付を請求しようとする

ときは、児童福祉措置費請求書により、その月の８日までに知事

に請求しなければならない。

（措置費等の請求書）

第４５条 法第５０条第６号の２及び同条第７号に規定する費用（里親

への委託に要する費用を除く。）は児童福祉措置費請求書（様式

第３７号）により、当該月分についてその月の８日までに知事に請

求しなければならない。ただし、医療費については、診療報酬請

求明細書により毎翌月の１０日までに知事に請求しなければならな

い。

２ 法第５０条第７号に規定する費用のうち里親への委託に要する費

用は、別に指示する請求書により、法第５０条第８号に規定する一

時保護の委託に要する費用は一時保護委託費支払請求書（様式第

３８号）により、毎翌月の８日までに所轄の児童相談所長に請求し

なければならない。

ア～ク 省略

ケ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条第１項の規定

により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第２１条

第１項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、

同法第２２条第１項の規定により一般不定期航路事業の登録を

受けた者又は同法第２３条第１項の規定により貨物専用不定期

航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使

用すること。

コ 省略

�・� 省略

ア～ク 省略

ケ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条 の規定

により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第２０条

の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第２１条

の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者

が当該事業を営むために動力船を使

用すること。

コ 省略

�・� 省略

改 正 後 改 正 前
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３ 次の各号に掲げる費用は、それぞれ当該各号に定める請求書に

より、毎翌月の８日までに所轄の児童相談所長に請求しなければ

ならない。

� 法第５０条第６号の４に規定する費用 指導委託費請求書（様

式第３７号の３）

� 法第５０条第７号に規定する費用（里親への委託に要する費用

に限る。）及び同条第７号の３に規定する費用（児童自立生活

援助事業所Ⅲ型のうち里親の居宅での実施に要する費用に限

る。） 別に指示する請求書

� 法第５０条第８号に規定する一時保護の委託に要する費用 一

時保護委託費支払請求書（様式第３８号）

様式第３７号を次のように改める。
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様式第３７号（第４５条関係） 児童福祉措置費請求書
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２４６

様式第３７号の次に次の２様式を加える。
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様式第３７号の２（第４５条関係） 里親支援事業費請求書
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２４８

様式第３７号の３（第４５条関係） 指導委託費請求書
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様式第３８号を次のように改める。
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様式第３８号（第４５条関係） 一時保護委託費支払請求書
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の児童福祉法施行細則様式第３７号及び様式第３８号の規定による請求書は、改正後の児童福

祉法施行細則様式第３７号及び様式第３８号の規定による請求書とみなす。

�愛媛県規則第１７号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立子ども療育センター使用規則別表第２の規定は、この規則の施行の日以後の診断書の交付の申請に係る手数料につい

て適用し、同日前の診断書の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第１８号
愛媛県林業・木材産業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県林業・木材産業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則

愛媛県林業・木材産業改善資金会計事務取扱規則（昭和５１年愛媛県規則第８２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第１９号
愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

別表第２（第５４条関係） 別表第２（第５４条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

診断書

料

省略 診断書

料

省略

死亡診断書 １部 ３，９６０円 死亡診断書 １部 ３，７４０円

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２第１項 の規定に基

づき、林業・木材産業改善資金（規則第１条第１項の林業・木材

産業改善資金をいう。以下同じ。）の貸付けの事業に係る会計事

務の一部を愛媛県森林組合連合会及び愛媛県木材製材協同組合

（以下「県森連等」という。）に委託するものとする。

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項並びに地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項及び第１６５条の３第１項の規定に基

づき、林業・木材産業改善資金（規則第１条第１項の林業・木材

産業改善資金をいう。以下同じ。）の貸付けの事業に係る会計事

務の一部を愛媛県森林組合連合会及び愛媛県木材製材協同組合

（以下「県森連等」という。）に委託するものとする。
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愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則

愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則（昭和５４年愛媛県規則第８３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２０号
建築基準法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築基準法施行細則の一部を改正する規則

建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２第１項 の規定に基

づき、沿岸漁業改善資金（規則第１条第１項の沿岸漁業改善資金

をいう。以下同じ。）の貸付けの事業に係る会計事務の一部を愛

媛県信用漁業協同組合連合会（以下「県信漁連」という。）に委

託するものとする。

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項並びに地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項及び第１６５条の３第１項の規定に基

づき、沿岸漁業改善資金（規則第１条第１項の沿岸漁業改善資金

をいう。以下同じ。）の貸付けの事業に係る会計事務の一部を愛

媛県信用漁業協同組合連合会（以下「県信漁連」という。）に委

託するものとする。

改 正 後 改 正 前

（工事監理状況の報告）

第８条 法第６条第１項第２号 に掲げる建築物

の工事監理者は、建築主事から当該建築物に関する工事監理の

状況に関して報告を求められたときは、工事監理状況報告書（様

式第５号）に建築主事が必要と認める図書を添えて報告しなけれ

ばならない。

２ 確認に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律（平成２７年法律第５３号）第１０条第１項の規定により同法

第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に

適合させなければならない建築物である場合における省令第４条

第１項第６号の規定により特定行政庁が規則で定める書類は、当

該建築物の建築の工事がその計画（同法第２条第１項第３号に規

定する建築物エネルギー消費性能基準への適合性に係る部分に限

る。）のとおり実施されたことを工事監理者が確認したことを証

する書類とする。

３ 前項の書類の様式は、知事が別に定める。

（公示）

第１５条 知事は、次に掲げる場合には、愛媛県報に掲載してその旨

を公示する。

� 法第６条第１項第３号の規定による関係市町の意見を聞いて

その区域の全部若しくは一部について指定する区域を指定した

とき。

�の２～� 省略

（工事監理状況の報告）

第８条 法第６条第１項第２号又は第３号に掲げる建築物で、３以

上の階数を有し、又は、延べ面積が５００平方メートルを超えるも

のの工事監理者は、建築主事から当該建築物に関する工事監理の

状況に関して報告を求められたときは、工事監理状況報告書（様

式第５号）に建築主事が必要と認める図書を添えて報告しなけれ

ばならない。

（公示）

第１５条 知事は、次に掲げる場合には、愛媛県報に掲載してその旨

を公示する。

� 法第６条第１項第４号の規定による関係市町の意見を聞いて

その区域の全部若しくは一部について指定する区域を指定した

とき。

�の２～� 省略
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（経過措置）

２ この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「新細則」という。）第８条第１項の規定は、この規則の施行の日以後にその工事

に着手する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下「建築等」という。）について適用し、同日前にその工事に着手した

建築物の建築等については、なお従前の例による。

３ 新細則第８条第２項及び第３項の規定は、この規則の施行の日以後にその工事に着手する建築物の建築について適用する。

�愛媛県規則第２１号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（歳入金の還付及び充当）

第３２条 省略

２ 歳入徴収者は、過誤納金を他の徴収金に充当したときは、過誤

納金還付・充当通知書により納入義務者に通知するとともに、会

計管理者又は室長に更正決議書（歳入）（様式第５７号） を送

付しなければならない。

（支出負担行為の整理）

第３９条 省略

２ 支出負担行為担当者は、前項の規定にかかわらず、同一支出科

目から２人以上の債権者に対する同時の支出負担行為を整理す

る場合にあつては債権者内訳書（様式第２３号）を、２以上の支出

科目から同一債権者に対する同時の支出負担行為を整理する場合

にあつては科目内訳書（様式第２３号の２）を添付して一の支出負

担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書を作成するこ

とができる。

（支出命令書の作成）

第４３条 省略

２ 支出命令者は、前項の規定にかかわらず、

同一支出科目から２人以上の債権者に同時に支出す

るとき（隔地払又は口座振替による支出に限る。）にあつては債

権者内訳書を、２以上の支出科目から同一債権者に同時に支出す

るときにあつては科目内訳書を添付して一の支出命令書を作成す

ることができる。

（繰替払の手続）

第６１条 支出命令者は、会計管理者等 に繰替払の

通知をするときは、繰替払通知書（様式第２９号）によりしなけれ

ばならない。

２・３ 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬

、

法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を除く。）並び

に児童手当及び旅費（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の２第１項第１号に掲げる職員の通勤に係る費用弁償に限

る。）（以下「給与等」という。）は、口座振替の方法により職

員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以下「給与資

金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさせるものと

（歳入金の還付及び充当）

第３２条 省略

２ 歳入徴収者は、過誤納金を他の徴収金に充当したときは、過誤

納金還付・充当通知書により納入義務者に通知するとともに、会

計管理者又は室長に過誤納金充当命令決議書（様式第１８号）を送

付しなければならない。

（支出負担行為の整理）

第３９条 省略

２ 支出負担行為担当者は、前項の規定にかかわらず、同一支出科

目から２人以上の債権者に対する同時の支出負担行為について

は、その内容を示す内訳書

を添付して一の支出負

担行為決議書 を作成するこ

とができる。

（支出命令書の作成）

第４３条 省略

２ 支出命令者は、前項の規定にかかわらず、隔地払又は口座振替

によるもので同一支出科目から２人以上の債権者に同時に支出す

るときは、債権者内訳書（様式第２３号）

を添付して一の支出命令書を作成す

ることができる。

（繰替払の手続）

第６１条 支出命令者は、会計管理者等又は指定金融機関に繰替払の

通知をするときは、繰替払通知書（様式第２９号）によりしなけれ

ばならない。

２・３ 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２

第１項第１号に掲げる職員のうち臨時補助員の報酬を除く。）、

法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を除く。）並び

に児童手当

（以下「給与等」という。）は、口座振替の方法により職

員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以下「給与資

金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさせるものと

改 正 後 改 正 前
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する。ただし、資金前渡の方法により難いときは、この限りでな

い。

（給与等の支出負担行為の整理）

第７８条 支出負担行為担当者は、第３９条の規定にかかわらず、給与

等（非常勤の特別職の報酬を除く。次条、第１０２条第２項、第１０３

条及び第１１２条第２項並びに別表第４において同じ。）の支出負

担行為を整理するときは、給与支出負担行為書（様式第４４号）を

支出科目の目別に作成しなければならない。ただし、会計管理者

が定める特別の理由があるときは、この限りでない。

２ 支出負担行為担当者は、前項に規定する給与支出負担行為書及

び非常勤の特別職の報酬

に係る支出負担行為決議書又は支

出負担行為決議書兼支出命令書には、給与明細表（様式第４６号）

を添付しなければならない。

（給与等の支出命令等）

第７９条 支出命令者は、第４２条の規定にかかわらず、給与等の支出

命令をするときは、給与支出決議書（様式第４７号）によりしなけ

ればならない。ただし、会計管理者が定める特別の理由があると

きは、この限りでない。

（恩給の支出負担行為の整理）

第８６条 支出負担行為担当者は、恩給の支出負担行為を整理すると

きは、第３９条第２項に規定する債権者内訳書に代えて恩給支出内

訳書（様式第５０号）を添付しなければならない。

（更正）

第１１２条 歳入徴収者又は支出命令者は、年度、会計又は科目の更

正を必要とするときは、歳入の場合にあつては更正決議書（歳

入） に、歳出の場合にあつては更正決議書（歳

出）（様式第５７号の２）に関係書類を添えて会計管理者又は室長

に送付しなければならない。

２・３ 省略

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

� 契約金額が、製造の請負契約にあつては４００万円を、財産の

買入れ契約にあつては３００万円を、その他の契約にあつては２００

万円を超えないとき。

�～� 省略

３ 省略

（証拠書類の作成）

第１８８条 省略

２ 支出の原因となる契約その他の行為の相手方から徴する証拠書

類（契約書及び委任状を除く。）については、次に掲げる要件の

全てを満たすときは、前項（印鑑の使用及び押印等に係る部分に

限る。）の規定にかかわらず、当該証拠書類への押印を省略する

ことができる。

� 当該証拠書類を作成する事務を担当する者（以下この項にお

いて「担当者」という。）及び当該事務の責任者の職及び氏名

並びにこれらの者の連絡先を当該証拠書類等に記載しているこ

と。

� 省略

別表第５（第１４５条の２関係）

する。ただし、資金前渡の方法により難いときは、この限りでな

い。

（給与等の支出負担行為の整理）

第７８条 支出負担行為担当者は、第３９条の規定にかかわらず、給与

等（ 報酬を除く。次条、第１０２条第２項、第１０３

条及び第１１２条第２項並びに別表第４において同じ。）の支出負

担行為を整理するときは、給与支出負担行為書（様式第４４号）を

支出科目の目別に作成しなければならない。

２ 支出負担行為担当者は、前項に規定する給与支出負担行為書及

び報酬（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員のう

ち臨時補助員の報酬を除く。）に係る支出負担行為決議書又は支

出負担行為決議書兼支出命令書には、給与明細表（様式第４６号）

を添付しなければならない。

（給与等の支出命令等）

第７９条 支出命令者は、第４２条の規定にかかわらず、給与等の支出

命令をするときは、給与支出決議書（様式第４７号）によりしなけ

ればならない。

（恩給の支出負担行為の整理）

第８６条 支出負担行為担当者は、恩給の支出負担行為を整理すると

きは、第３９条第２項に規定する内訳書にかえて 恩給支出内

訳書（様式第５０号）を添付しなければならない。

（更正）

第１１２条 歳入徴収者又は支出命令者は、年度、会計又は科目の更

正を必要とするときは、歳入の場合にあつては更正決議書（歳

入）（様式第５７号）に、歳出の場合にあつては更正決議書（歳

出）（様式第５７号の２）に関係書類を添えて会計管理者又は室長

に送付しなければならない。

２・３ 省略

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

� 契約金額が、製造の請負契約にあつては２５０万円を、財産の

買入れ契約にあつては１６０万円を、その他の契約にあつては１００

万円を超えないとき。

�～� 省略

３ 省略

（証拠書類の作成）

第１８８条 省略

２ 支出の原因となる契約その他の行為の相手方から徴する証拠書

類（契約書及び委任状を除く。）については、次に掲げる要件の

全てを満たすときは、前項（印鑑の使用及び押印等に係る部分に

限る。）の規定にかかわらず、当該証拠書類への押印を省略する

ことができる。

� 当該証拠書類を作成する事務を担当する者（以下この項にお

いて「担当者」という。）及び当該事務の責任者の職及び氏名

並びにこれらの者の連絡先を当該証拠書類 に記載しているこ

と。

� 省略

別表第５（第１４５条の２関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２５５

１ 工事又は製造の請負 ４００万円

２ 財産の買入れ ３００万円

３ 物件の借入れ １５０万円

４ 財産の売払い １００万円

５ 物件の貸付け ５０万円

６ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円

別表第６（第１４６条関係）

１ 財産の買入れ ３００万円

２ 物件の借入れ １５０万円

３ 財産の売払い １００万円

４ 物件の貸付け ５０万円

５ 前各号に掲げるもの以外のもの（工

事及び製造の請負を除く。）

２００万円

様式第２１号（第３９条、第４６条、第７８条、第１１６条、第１１９条、第１８６

条、別表第１、別表第２ 関係） 支出負担行為決議

書

省略

注１ 省略

２ 内訳は、債権者内訳書又は科目内訳書に記入すること。

様式第２１号の２（第３９条、第４２条、第４３条、第４６条―第４８条、第７３

条、第７８条、第１１９条、第１８６条、別表第１、別表第２関係） 支

出負担行為決議書兼支出命令書

省略

注１・２ 省略

３ 内訳は、債権者内訳書又は科目内訳書に記入すること。

様式第２１号の３（第４０条関係） 支出負担行為変更決議書

省略

注１ 省略

２ 内訳は、債権者内訳書又は科目内訳書に記入すること。

３ 省略

１ 工事又は製造の請負 ２５０万円

２ 財産の買入れ １６０万円

３ 物件の借入れ ８０万円

４ 財産の売払い ５０万円

５ 物件の貸付け ３０万円

６ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円

別表第６（第１４６条関係）

１ 財産の買入れ １６０万円

２ 物件の借入れ ８０万円

３ 財産の売払い ５０万円

４ 物件の貸付け ３０万円

５ 前各号に掲げるもの以外のもの（工

事及び製造の請負を除く。）

１００万円

様式第２１号（第３９条、第４６条、第７８条、第１１６条、第１１９条、第１８６

条、別表第１、別表第２、様式第５０号関係） 支出負担行為決議

書

省略

注１ 省略

２ 債権者が複数の場合は、内訳は、別紙に記入すること。

別紙

債 権 者 内 訳 書

内訳

番号
債 権 者 等 支出負担行為額

頁 年度 執行機関 決議番号

合計

様式第２１号の２（第３９条、第４２条、第４３条、第４６条―第４８条、第７３

条、第７８条、第１１９条、第１８６条、別表第１、別表第２関係） 支

出負担行為決議書兼支出命令書

省略

注１・２ 省略

様式第２１号の３（第４０条関係） 支出負担行為変更決議書

省略

注１ 省略

２ 債権者が複数の場合は、内訳は、別紙に記入すること。

３ 省略

別紙

債 権 者 内 訳 書

内訳

番号
債 権 者 等

支出負担行為変

更額



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２５６

様式第２２号（第４２条、第４３条、第４５条、第４７条、第４８条、第５７条、

第７３条、第８８条、第１１６条、第１１９条、第１８６条、様 式 第２０号、様

式第４２号 関係） 支出命令書

省略

注１ 省略

２ 内訳は、債権者内訳書又は科目内訳書に記入すること。

３ 省略

様式第２３号（第３９条、第４３条、第８６条、第８７条、様式第２１号―様式

第２２号関係） 債権者内訳書

省略

注 右欄には金額について記載すること。

様式第５７号（第３２条、第１１２条、別表第４関係） 更正決議書（歳

入）

省略

注 省略

別紙 省略

第２条 愛媛県会計規則の一部を次のように改正する。

様式第７号を次のように改める。

頁 年度 執行機関 決議番号

合計

様式第２２号（第４２条、第４３条、第４５条、第４７条、第４８条、第５７条、

第７３条、第８８条、第１１６条、第１１９条、第１８６条、様 式 第２０号、様

式第４２号、様式第５０号関係） 支出命令書

省略

注１ 省略

２ 債権者が複数の場合は、内訳は、別紙に記入すること。

３ 省略

様式第２３号（第４３条、第８７条

関係） 債権者内訳書

省略

様式第５７号（ 第１１２条、別表第４関係） 更正決議書（歳

入）

省略

注 省略

別紙 省略



愛
媛

県
報

令
和
７
年
４
月
１
日

第
５９７
号

２５７

様式第７号（第１７条―第２０条、第２２条、第２８条―第３０条、第２０２条、第２２５条、別表第４関係） 納入通知書

様式第７号（その１）

（表）



愛
媛

県
報

令
和
７
年
４
月
１
日

第
５９７
号

２５８

（裏）



愛
媛

県
報

令
和
７
年
４
月
１
日

第
５９７
号

２５９

様式第７号（その２）



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６０

様式第７号（その３）



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６１

様式第１１号（その１）中「予算主管課」を「予算計上課」に改める。

様式第１８号を次のように改める。

様式第１８号 削除

様式第２３号の次に次の１様式を加える。



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６２

様式第２３号の２（第３９条、第４３条、様式第２１号―様式第２２号関係） 科目内訳書



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６３

様式第４４号中
「 予算主管

課コード
予算主管課 を

「 予算計上
課コード

予算計上課 に改める。
」 」

様式第４６号（その２）及び同様式（その３）中「予算主管課コード」を「予算計上課コード」に改める。

様式第４７号中
「 予算主管

課コード
予算主管課 を

「 予算計上
課コード

予算計上課 に改める。
」 」

様式第５０号を次のように改める。



愛
媛

県
報

令
和
７
年
４
月
１
日

第
５９７
号

２６４

様式第５０号（第８６条、第８７条、第８９条、第１９８条、第２０８条、第２１０条、第２１１条関係） 恩給支出内訳書



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６５

告 示

��������������

��������������

�愛媛県告示第２５３号
私立学校振興助成法（昭和５０年法律第６１号）第１４条第２項の規定

に基づき、知事を所轄庁とする学校法人が同項の規定により計算書

類及びその附属明細書について受ける公認会計士又は監査法人の監

査について、次のとおり定め、令和７年度の計算書類及びその附属

明細書から適用する。

私立学校振興助成法による監査報告書に係る監査事項の指定（平

成２８年３月愛媛県告示第３６６号）は、令和６年度の監査報告書を限

りとして廃止する。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

学校法人会計基準（昭和４６年文部省令第１８号）の定めるところに

従って、会計処理が行われ、計算書類及びその附属明細書が作成さ

れているかどうかについて監査を受けること。

�������
�愛媛県告示第２５４号
私立学校振興助成法施行規則（令和６年文部科学省令第２９号）第

２条第４号の規定に基づき、知事を所轄庁とする学校法人に係る同

号に規定する所轄庁が定める書類を次のとおり定め、令和７年度に

係る書類の提出から適用する。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事を所轄庁とする学校法人に係る私立学校振興助成法施行規則

第２条第４号に規定する所轄庁が定める書類は、人件費支出内訳表

が同令第５条の定めるところにより作成されているかどうかに関す

る公認会計士（公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１６条の２

第５項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人の監査報

告とする。

�������
�愛媛県告示第２５７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広 �������
�愛媛県告示第２５８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

様式第５７号の３、様式第９０号及び様式第９５号中「予算主管課」を「予算計上課」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県会計規則様式第１１号（その１）、様式第９０号及び様式第９５条の規定による書類の用紙は、当

分の間、これを訂正して使用することができる。

�愛媛県告示第２５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

ウェルネット株式会社 北海道札幌市中央区大通東十丁目１１
番地４

・愛媛県美術館管理規則（令和２年
３月２７日規則第１７号）に規定する使
用料
・愛媛県産業技術研究所の使用料及
び手数料条例（昭和３０年７月１５日条
例第２６号）及び愛媛県産業技術研究
所の使用料及び手数料に関する規則
（昭和３０年７月１５日規則第４２号）に
規定する使用料

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月３１日

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

ＳＢペイメントサービス株式会社 東京都港区海岸一丁目７番１号 電子申請システムを利用した行政手
続に係る手数料等

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月３１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

平成脳神経外科
病院

松山市北井門２丁目７番
２８号

医療法人松山平
成会

令和１０年
３月３１日
まで



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号

２６６

��������������

��������������

��������������

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７６条の５第１項の規定に

より、松山市西石井土地改良区から認可申請のあった一般社団法人

への組織変更を令和７年３月２８日認可した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７６条の５第１項の規定に

より、松山市居相土地改良区から認可申請のあった一般社団法人へ

の組織変更を令和７年３月２８日認可した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７６条の５第１項の規定に

より、松山市南吉田町土地改良区から認可申請のあった一般社団法

人への組織変更を令和７年３月２８日認可した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７６条の５第１項の規定に

より、松山市高岡土地改良区から認可申請のあった一般社団法人へ

の組織変更を令和７年３月２８日認可した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

公立学校共済組
合四国中央病院

四国中央市川之江町２２３３
番地

公立学校共済組
合

令和１０年
３月２５日
まで

名 称 住所又は事務所の所在地 委託した公金事務 指 定 日 委託をした日 委 託 期 間

社会福祉法人 愛媛県社会福
祉事業団

愛媛県松山市道後町二丁目１２
番１１号

愛媛県視聴覚福祉センターの
点字印刷物売払代金収納事務 令和７年３月１２日 令和７年４月１日

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで

名 称 住所又は事務所の所在地 委託した公金事務 指 定 日 委託をした日 委 託 期 間

愛媛県森林組合連合会 愛媛県松山市三番町四丁目４
番地１

林業・木材産業改善資金貸付
金に係る公金の収納事務 令和７年４月１日 令和７年４月１日

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで

愛媛県木材製材協同組合 愛媛県松山市三番町四丁目４
番地１

林業・木材産業改善資金貸付
金に係る公金の収納事務 令和７年４月１日 令和７年４月１日

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
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�愛媛県告示第２６６号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２７号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を

次のとおり定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池並びに二級河川崩口川水系崩

口川及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと

連接して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 鹿野川ダムから下流の一級河川肱川水系肱川の本支流及びこれ

と連接して一体を成す内水面

７ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

８ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

９ 宇和島市の二級河川本谷川水系本谷川の本支流及びこれと連接

して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第２６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第３０条第２項の規定により、南予用水土地改良区連合の定款の変

更を認可した。

令和７年４月１日

愛媛県南予地方局長 大 � 陳 洋

�������
�愛媛県告示第２６９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所、

西予市役所及び愛媛県のホームページ（https://www.pref.ehime.jp/

site/setohou-juurann/１０５５７５.html）において告示の日から３週間公

衆の縦覧に供する。

令和７年４月１日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社アール・シー・フードパック

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目５７５番地

代表取締役 藤田 宣邦

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社アール・シー・フードパック

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目５７５番地

３ 特定施設に関する事項

�愛媛県告示第２６８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、護岸と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

令和７年４月１日

愛媛県南予地方局長 大 � 陳 洋

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川立間川水系
立間川 立間川右岸護岸 宇和島市吉田町立間尻字犬尾城下甲１９８９番地先から同字犬尾城下甲２００６番２地

先まで
道路管理者 宇和島市長
岡原 文彰

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に赤

色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持または修繕

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和７年３月２５日から道路の存続する日まで

名 称 住所又は事務所の
所在地 委託した公金事務 指 定 日 委託をした日 委 託 期 間

愛媛県信用漁業協同
組合連合会

愛媛県松山市二番町
四丁目６番地２

沿岸漁業改善資金貸
付金に係る公金の収
納及び支払の事務

令和７年４月１日 令和７年４月１日

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
（ただし、県又は愛媛県信用漁業協同組合連
合会から期間満了前３箇月までに解約の申し
出がないときは、この期間を更新したものと
みなし、さらに次の１年間存続するものとす
る。以後においても同様とする。）
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４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�４排水口

�愛媛県告示第２７０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１ 第２号 畜産食料品製造業の用に供
する施設 ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １００�／回

設 置 年 月 平成２５年６月

特定施設の使用時間間隔 午前７時～午後５時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２７０

最大 ３４０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２７０

最大 ３４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．７

最大 ７．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ６８０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １６

大腸菌群数
（単位１立
方センチメ
ートルにつ
き個）

通常 ０

最大 ３，０００未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ２０

備考 �５、�６は雨水排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目９番２
号

愛媛県美術館使用料条例（平成１０年
６月２５日条例第２６号）に規定する特
別の企画による展示に係る観覧料及
び愛媛県美術館管理規則（令和２年
３月２７日規則第１７号）に規定する常
設展観覧料

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年４月１日
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

住民基本台帳ネットワークシステム県システム用代表端末等

機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

住民基本台帳ネットワークシステム県システム用代表端末等

機器一式

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで

� 借入場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５～７年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ「特定調達参

加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制並びに個人情報の取扱い

について適切な保護措置を講ずる体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 過去に地方公共団体情報システム機構、都道府県又は市町村

に係る住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器を納入し、

同システムの環境の構築及び保守を行った実績がある者である

こと。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県総務部行財政推進局市町振興課行政係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９１２―２２１１

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出するか、又は令和７

年５月２６日（月）午前１０時００分まで（必着）に�に掲げる場所
に郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法

律（平成１４年法律第９９条）第２条第６項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるも

の。以下「郵便等」という。）により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

ア �に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から令和７年５月９日（金）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

令和７年５月２６日（月）午後１時３０分

愛媛県庁本館２階総務部・県民環境部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査

申請書（以下「申請書」という。）を提出し、入札参加資格の

確認を受けなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受領期限

令和７年５月１４日（水）午後５時１５分までに、３の�に掲
げる場所へ持参して提出、又は郵送すること。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した内容を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Basic

Resident Registration Network communication equipment：１

Set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２６May２０２５

（tenders submitted by mail：１０：００ a．m．，２６May２０２５）

� For further information，please contact： Administrative

Affairs Section，Municipality Division，Administrative and

Financial Promotion subdepartment，General Affairs

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２２１１
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教育委員会規則

○愛媛県教育委員会規則第５号

　愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

　愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（組織）

第２条　事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

部 課 係

省略

指導部
義務教育課 免許学事係　教職員係　　　　　　

省略

２　教育総務課に施設厚生室　を置き、同室に健康支援係及び厚生

事業係を置く。

３・４　省略

　（各課及び室の所掌事務）

第３条　各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

　　教育総務課（第17号から第26号まで及び第30号の事務にあって

は、施設厚生室　の所掌とする。）

　⑴～⒃　省略

⒄　教育財産の管理に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

⒅　県立学校の校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に

関すること。

⒆　水産実習船の運営に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

⒇　市町立学校の施設整備の助成に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

㉑　省略

㉒　省略

㉓　省略

㉔　省略

㉕　省略

㉖　省略

㉗　省略

㉘　省略

㉙　省略

㉚　省略

㉛　省略

㉜　省略

㉝　省略

㉞　省略

　省略

　（組織）

第２条　事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

部 課 係

省略

指導部
義務教育課 免許学事係　教職員係　学校施設係

省略

２　教育総務課に教職員厚生室を置き、同室に健康支援係及び厚生

事業係を置く。

３・４　省略

　（各課及び室の所掌事務）

第３条　各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

　　教育総務課（第17号から第22号まで及び第26号の事務にあって

は、教職員厚生室の所掌とする。）

　⑴～⒃　省略

⒄　省略

⒅　省略

⒆　省略

⒇　省略

㉑　省略

㉒　省略

㉓　省略

㉔　省略

㉕　省略

㉖　省略

㉗　省略

㉘　省略

㉙　省略

㉚　省略

　省略

改 正 後 改 正 前
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　義務教育課

　⑴～⑽　省略

⑾　省略

⑿　地教行法第27条の５の規定による求めに対する助言及び援助

に関すること（小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学

校の前期課程における第９号に規定する教育課程、学習指導そ

の他の指導並びに第11号の事務に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）に限る。）。

高校教育課

⑴　県立学校の予算に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

⑵　省略

⑶　省略

⑷　省略

⑸　県立学校（特別支援学校を除く。次号及び第11号から第13号�

までにおいて同じ。）の通学区域の設定又は変更に関するこ�

と。

⑹　省略

⑺　省略

⑻　省略

⑼　省略

⑽　省略

⑾　省略

⑿　省略

⒀　省略

⒁　省略

⒂　省略

⒃　地教行法第27条の５の規定による求めに対する助言及び援助

に関すること（高等学校及び中等教育学校の後期課程における

第12号に規定する教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導

に関すること（他の主管に属するものを除く。）に限る。）。

⒄　省略

省略

（職）

第７条　法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に置かれる職

員の職は、次のとおりとする。

⑴～⑿　省略

⒀　政策マネジメント推進幹

⒁　省略

⒂　省略

⒃　省略

⒄　省略

⒅　省略

⒆　省略

⒇　省略

㉑　省略

㉒　省略

　義務教育課

　⑴～⑽　省略

⑾　市町立学校の施設整備の助成に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

⑿　省略

⒀　地教行法第27条の５の規定による求めに対する助言及び援助

に関すること（小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学

校の前期課程における第９号に規定する教育課程、学習指導そ

の他の指導並びに第12号の事務に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）に限る。）。

高校教育課

⑴　県立学校の予算に関すること

。

⑵　教育財産の管理に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

⑶　省略

⑷　省略

⑸　省略

⑹　県立学校の校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に

関すること。

⑺　県立学校（特別支援学校を除く。次号及び第13号から第15号�

までにおいて同じ。）の通学区域の設定又は変更に関するこ�

と。

⑻　省略

⑼　省略

⑽　省略

⑾　省略

⑿　省略

⒀　省略

⒁　省略

⒂　省略

⒃　省略

⒄　水産実習船の運営に関すること。

⒅　省略

⒆　地教行法第27条の５の規定による求めに対する助言及び援助

に関すること（高等学校及び中等教育学校の後期課程における

第14号に規定する教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導

に関すること（他の主管に属するものを除く。）に限る。）。

⒇　省略

省略

（職）

第７条　法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に置かれる職

員の職は、次のとおりとする。

⑴～⑿　省略

⒀　省略

⒁　省略

⒂　省略

⒃　省略

⒄　省略

⒅　省略

⒆　省略

⒇　省略

㉑　省略
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㉓　省略

㉔　省略

㉕　省略

㉖　省略

㉗　省略

㉘　省略

㉙　省略

㉚　省略

㉛　省略

㉜　省略

㉝　省略

㉞　省略

㉟　省略

２　前項第１号から第30号までの職は事務局職員、同項第31号から

第35号までの職はその他の職員をもって充てる。

　（課又は室に置く職員）

第９条　課に課長、課長補佐（教育総務課に限る。）、政策マネジ

メント推進幹（教育総務課に限る。）及び主幹を、室に室長及び

主幹を、係に係長を置く。

２～４　省略

５　政策マネジメント推進幹は、上司の命を受け、政策立案、政策

調整、政策評価、予算編成等に関する事務を調整し、整理すると

ともに、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

６　省略

７　省略

㉒　省略

㉓　省略

㉔　省略

㉕　省略

㉖　省略

㉗　省略

㉘　省略

㉙　省略

㉚　省略

㉛　省略

㉜　省略

㉝　省略

㉞　省略

２　前項第１号から第29号までの職は事務局職員、同項第30号から

第34号までの職はその他の職員をもって充てる。

　（課又は室に置く職員）

第９条　課に課長、課長補佐（教育総務課に限る。）

及び主幹を、室に室長及び

主幹を、係に係長を置く。

２～４　省略

５　省略

６　省略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。�

○愛媛県教育委員会規則第６号

　愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則

　愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和31年愛媛県教育委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

別表（第１条の２関係）

１～６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

別表（第１条の２関係）

１～６　省略

７　宇和高等学校三瓶分校

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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教育委員会訓令

○愛媛県教育委員会訓令第２号

� 教育委員会事務局　

� 教 育 機 関　

　愛媛県立図書館処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和７年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会

� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

愛媛県立図書館処務規程等の一部を改正する訓令

　（愛媛県立図書館処務規程の一部改正）

第１条　愛媛県立図書館処務規程（昭和33年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

　（職務）

第１条　省略

２～４　省略

５　副主幹、専門幹、教育専門員、専門員、係長、担当係長、主任

及び教育主任は、それぞれ組織規則第10条第５項、第６項、第10

項及び第11項、第９条第７項並びに第10条第13項から第15項まで

に規定する職務に従事する。

６～８　省略

　（職務）

第１条　省略

２～４　省略

５　副主幹、専門幹、教育専門員、専門員、係長、担当係長、主任

及び教育主任は、それぞれ組織規則第10条第５項、第６項、第10

項及び第11項、第９条第６項並びに第10条第13項から第15項まで

に規定する職務に従事する。

６～８　省略

　（愛媛県総合教育センター処務規程の一部改正）

第２条　愛媛県総合教育センター処務規程（昭和41年愛媛県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

　（職務）

第２条　省略

２～10　省略

11　係長、担当係長及び主任は、それぞれ組織規則第９条第７項並�

びに第10条第13項及び第14項に規定する職務に従事する。

12・13　省略

　（職務）

第２条　省略

２～10　省略

11　係長、担当係長及び主任は、それぞれ組織規則第９条第６項並�

びに第10条第13項及び第14項に規定する職務に従事する。

12・13　省略

　（愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部改正）

第３条　愛媛県教職員安全衛生管理規程（平成21年愛媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

　（主任安全衛生管理者）

第５条　省略

２　主任安全衛生管理者は、管理部教育総務課施設厚生室長　の職

にある者をもって充てる。

　（教育委員会安全衛生委員会）

第13条　省略

２～７　省略

８　教育委員会安全衛生委員会の庶務は、管理部教育総務課施設厚

生室　において処理する。

　（主任安全衛生管理者）

第５条　省略

２　主任安全衛生管理者は、管理部教育総務課教職員厚生室長の職

にある者をもって充てる。

　（教育委員会安全衛生委員会）

第13条　省略

２～７　省略

８　教育委員会安全衛生委員会の庶務は、管理部教育総務課教職員

厚生室において処理する。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。
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人事委員会規則

○愛媛県人事委員会規則６−225

　職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則

　職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

１　法令により次に掲げる資格を必要とする職

⑴～⑶　省略

⑷　学芸員、海技士、小型船舶操縦士、無線通信士、航空

整備士、職業訓練指導員、一級建築士、社会福祉士、技

術士（建設部門）及び１級土木施工管理技士

２　省略

別表第９（第22条関係）

省略

選考により採

用しようとす

る根拠規定又

は選考によろ

うとする理由

発令予定

年�月�日
年　月　日 任用予定期間

年　月　日

～

年　月　日

　注１・２　省略

　　３�　任用予定期間の欄は、任期を定めた採用に係る選考の請

求をする場合に記入すること。

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

１　法令により次に掲げる資格を必要とする職

⑴～⑶　省略

⑷　学芸員、海技士、小型船舶操縦士、無線通信士、航空

整備士、職業訓練指導員、一級建築士及び社会福祉士　

２　省略

別表第９（第22条関係）

省略

選考により採

用しようとす

る根拠規定又

は選考によろ

うとする理由

発令予定

年 月 日 年　月　日

　注１・２　省略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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公営企業管理規程

○愛媛県公営企業管理規程第５号

　愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

　愛媛県企業職員就業規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（勤務時間）

第４条　省略

２　日曜日及び土曜日（育児短時間勤務職員等にあつては必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加え、月

曜日から金曜日までの５日間において職員ごとに管理者が定める

日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの５日間�

において職員ごとに管理者が定める日）は、週休日（勤務時間を

割り振らない日（第３項及び第８項において読み替えて準用する�

第７項の規定によるものを除く。）をいう。以下同じ。）とし、�

前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの５日間（育児短時間

勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員にあつては、１週間ごとの期間）において午前８時30分から

午後５時15分までに割り振る。ただし、特別の事情を有する職員

であつて、管理者が適当と認めるものの勤務時間については、別

に定めるところによる。

３　所属長は、職員（医療職給料表の適用を受ける職員その他これ

に相当する職員として管理者が定めるものを除く。以下この項に

おいて同じ。）について、 　　　　　　　　　　　　　職員の申

告を考慮して、前項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務

時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振

ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前２項の規

定にかかわらず、職員の申告を経て、４週間（４週間では適正に

勤務時間の割振りを行うことができない場合にあつては　１週

間、２週間又は３週間、当該職員が次の各号のいずれかに該当す

る場合にあつては１週間、２週間、３週間又は４週間のうち当該

職員が選択する期間。以下　　　　　　　　　　　「単位期間」

という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第１項に

規定する勤務時間となるように、前項の規定による週休日のほか

に当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の

勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時

間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期間につい

て、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るも

のとする。

⑴　中学校就学の始期に達するまでの子（職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和26年愛媛県条例第56号）第８

条の２において子に含まれるものとされる者を含む。以下同

じ。）の養育又は要介護者（負傷、疾病又は身体上若しくは精

神上の障害のため介護を必要とする配偶者（婚姻の届出をして�

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、�

２親等以内の親族又は配偶者（婚姻の届出をしていないが、事

改 正 後 改 正 前

　（勤務時間）

第４条　省略

２　日曜日及び土曜日（育児短時間勤務職員等にあつては必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加え、月

曜日から金曜日までの５日間において職員ごとに管理者が定める

日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの５日間�

において職員ごとに管理者が定める日）は、週休日（勤務時間を

割り振らない日

をいう。以下同じ。）とし、�

前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの５日間（育児短時間

勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員にあつては、１週間ごとの期間）において午前８時30分から

午後５時15分までに割り振る。ただし、特別の事情を有する職員

であつて、管理者が適当と認めるものの勤務時間については、別

に定めるところによる。

３　所属長は、職員（医療職給料表の適用を受ける職員その他これ

に相当する職員として管理者が定めるものを除く。以下この項に

おいて同じ。）について、 始業及び終業の時刻について職員の申

告を考慮して

当該職員の勤務時間を割り振

ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前２項の規

定にかかわらず、職員の申告を経て、４週間（４週間では適正に

勤務時間の割振りを行うことができない場合にあつては、１週

間、２週間又は３週間

。以下この項及び次項において「単位期間」

という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第１項に

規定する勤務時間となるように

当該職員の

勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時

間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期間につい

て、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るも

のとする。
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実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の父母の配偶者

をいう。以下同じ。）の介護をする職員

⑵　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号）第２条第１号に規定する障害者である職員のうち、同法第

37条第２項に規定する対象障害者である職員

４　所属長は、勤務時間の割振り等（前項の規定による勤務時間を�

割り振らない日の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下同

じ。）を行う場合には、同項の職員の申告（以下単に「申告」と

いう。）を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合するように行わな

ければならない。

⑴　前項の規定による勤務時間を割り振らない日は、単位期間を

その初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間が１週間

である場合にあつては、単位期間）につき１日を限度とするこ

と。

⑵　勤務時間は、１日につき４時間以上かつ12時間以下とするこ

と。ただし、第11条第１項に規定する休日その他管理者が定め

る日については、７時間45分（定年前再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員の単位期間

ごとの期間における勤務時間を当該期間における第２項の規定

による週休日以外の日の日数で除して得た時間　　　　　　　

　　　　　　　）とすること。

⑶　省略

⑷　省略

５　所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間

の割振り等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を変更することができ

る。

⑴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　申告があつた場合において、当該申

告どおりに変更するとき。

⑵　勤務時間の割振り等を行つた　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　後に生じた事由により、当該勤務時間の割

振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認め

る場合において別に定めるところにより変更するとき。

６　前２項に定めるもののほか、第３項の規定に基づく勤務時間の

割振り等については、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関す

る条例 第11条第４項の規定の適用

を受ける職員の例による。

４　前項の規定に基づく勤務時間の割振りは　　　　　　　　　　�

、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ば　　ならない。

⑴　勤務時間は、１日につき４時間以上かつ12時間以下とするこ

と。ただし、第11条第１項に規定する休日その他管理者が定め

る日については、７時間45分（定年前再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員の単位期間

ごとの期間における勤務時間を当該期間における第２項の規定

による週休日以外の日の日数で除して得た時間。第８項第２号

において同じ。）とすること。

⑵　省略

⑶　省略

５　所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第３項の

規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により変更さ

れた後の勤務時間の始業又は終業の時刻を変更することができ

る。

⑴　職員からあらかじめ第３項の規定により割り振られた勤務時

間又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の始業又は

終業の時刻について変更の申告があつた場合において、当該申

告どおりに変更するとき。

⑵　第３項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定によ

る勤務時間の変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の始

業又は終業の時刻によると　公務の運営に支障が生ずると認め

る場合において別に定めるところにより変更するとき。

６　前２項に定めるもののほか、第３項の規定に基づく勤務時間の

割振り　については、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関す

る条例（昭和26年愛媛県条例第56号）第11条第４項の規定の適用

を受ける職員の例による。

７　所属長は、次に掲げる職員（医療職給料表の適用を受ける職員�

その他これに相当する職員として管理者が定めるもの及び育児短

時間勤務職員等を除く。以下この項において同じ。）について、

週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮し

て、第２項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設

け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障�

がないと認める場合には、第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、職員の申告を経て、１週間、２週間、３週間又は４週間のう

ち職員が選択する期間（次項において「単位期間」という。）ご

との期間につき第２項の規定による週休日に加えて当該職員の週

休日を設け、及び当該期間につき１週間当たりの勤務時間が第１

項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振

ることができる。

⑴　中学校就学の始期に達するまでの子（職員の休日、休暇並び
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７　所属長は、第２項　　　　　の規定による週休日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、同項又は第３項　　

　　　の規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日」

という。）のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要があ

る日を起算日とする８週間後の日までの期間内にある勤務日を週

休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務す

ることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある

勤務日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをや

めて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振ることができる。

８　前項の規定は、職員に第３項の規定により勤務時間を割り振ら

ない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある

場合について準用する。この場合において、前項中「を週休日」

とあるのは、「を勤務時間を割り振らない日」と読み替えるもの

とする。

９　第７項の規定に基づく週休日の振替、前項において読み替えて

準用する第７項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の振替

又は同項の規定に基づく４時間の勤務時間の割振り変更（以下

「週休日の振替等　　　　　　　」という。）を行う場合には、

に勤務時間等に関する条例第８条の２において子に含まれるも�

のとされる者を含む。以下同じ。）の養育又は要介護者（負

傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要と

する配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同�

様の事情にある者を含む。）、２親等以内の親族又は配偶者�

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）の父母の配偶者をいう。以下同じ。）の介護�

をする職員

⑵　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号）第２条第１号に規定する障害者である職員のうち、同法第

37条第２項に規定する対象障害者である職員

８　前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げ

る基準に適合するものでなければならない。

⑴　第２項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期

間をその初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間が１

週間である場合にあつては、単位期間）ごとにつき１日を限度

とすること。

⑵　勤務時間は、１日につき４時間以上かつ12時間以下とするこ

と。ただし、第11条第１項に規定する休日その他管理者が定め

る日については、７時間45分とすること。

⑶　月曜日から金曜日までの午前10時から午後２時までの時間帯

において、休憩時間を除き、所属長があらかじめ定める連続す

る３時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共

通する勤務時間とすること。

⑷　始業の時刻は午前７時以後に、終業の時刻は午後10時以前に

設定すること。

９　第５項の規定は、第７項の規定に基づき勤務時間を割り振つた

場合について準用する。この場合において、第５項中「第３項」

とあるのは、「第７項」と読み替えるものとする。

10　前２項に定めるもののほか、第７項の規定に基づく週休日及び

勤務時間の割振りについては、職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例第11条第５項の規定の適用を受ける職員の例によ

る。

11　所属長は、第２項又は第７項の規定による週休日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、第２項、第３項又は

第７項の規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日」

という。）のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要があ

る日を起算日とする８週間後の日までの期間内にある勤務日を週

休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務す

ることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある

勤務日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをや

めて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振ることができる。

12　前項　の規定に基づく週休日の振替（以下「週休日の振替」と�

い う。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

又は同項の規定に基づく４時間の勤務時間の割振り変更（以下

「４時間の勤務時間の割振り変更」という。）を行う場合には、
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週休日の振替等　　　　　　　　　　　　　　　を行つた後にお

いて、週休日又は勤務時間を割り振らない日（第３項及び前項に

おいて読み替えて準用する第７項の規定による勤務時間を割り振

らない日をいう。以下同じ。）が毎４週間につき４日以上となる

ようにし、かつ、第２項、第３項又は第７項（前項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下「勤務日等」という。）が引き続き24日を超えない

ようにしなければならない。

10　所属長は、週休日の振替等　　　　　　　　　　　　　　　を

行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければ

ならない。

11　省略

　（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第５条の２　所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難

である場合を除き、正規の勤務時間（第４条に規定する勤務時間

をいう。以下同じ。）外の勤務（災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせてはならない。

２・３　省略

４　前３項（第２項各号を除く。）の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者の

ある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護す

る」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講

ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を

妨げる」と、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親（職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例第12条第２項において親に含まれるものと

される者を含む。）であるものが、次の各号のいずれにも該当し

ない場合における当該職員に限る。）」とあるのは「要介護者の

ある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護す

る」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」と、前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるの

は「要介護者のある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要

介護者を介護する」と読み替えるものとする。

　（休憩時間）

第８条　休憩時間は、午後零時から午後１時までとする。ただし、

第４条第２項ただし書に規定する職員、同条第３項　　　　　の

規定により勤務時間を割り振られた職員及び同条第11項の規定に

より勤務時間の割振りを変更された職員の休憩時間については、

別に定めるところによる。

　（休日等の勤務）

第12条　週休日、勤務時間を割り振らない日、休日又は代休日に業

務のため臨時に勤務させる必要がある場合においては、労働基準

法の規定の範囲内で勤務させることができる。

　（時間外勤務代休時間）

第12条の３　所属長は、愛媛県企業職員の給与に関する規程第９条

の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例

（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「例による一般職給与条例」

という。）第14条第４項の規定により算定した時間外勤務手当を

支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代

わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」と

週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更を行つた後にお

いて、週休日

が毎４週間につき４日以上となる

ようにし、かつ、第２項、第３項、第７項又は前項　　　　　　

の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下「勤務日等」という。）が引き続き24日を超えない

ようにしなければならない。

13　所属長は、週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更を

行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければ

ならない。

14　省略

　（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第５条の２　所属長は、３歳に満たない　　　　　　　　子のある

職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難

である場合を除き、正規の勤務時間（第４条に規定する勤務時間

をいう。以下同じ。）外の勤務（災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせてはならない。

２・３　省略

４　前３項（第２項各号を除く。）の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合において、第１項中「３歳に満

たない　　　　　　　　子のある職員」とあるのは「要介護者の

ある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護す

る」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講

ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を

妨げる」と、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親（職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例第12条第２項において親に含まれるものと

される者を含む。）であるものが、次の各号のいずれにも該当し

ない場合における当該職員に限る。）」とあるのは「要介護者の

ある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護す

る」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」と、前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるの

は「要介護者のある職員」と、「子を養育する」とあるのは「要

介護者を介護する」と読み替えるものとする。

　（休憩時間）

第８条　休憩時間は、午後零時から午後１時までとする。ただし、

第４条第２項ただし書に規定する職員、同条第３項又は第７項の

規定により勤務時間を割り振られた職員及び同条第14項の規定に

より勤務時間の割振りを変更された職員の休憩時間については、

別に定めるところによる。

　（休日等の勤務）

第12条　週休日 、休日又は代休日に業

務のため臨時に勤務させる必要がある場合においては、労働基準

法の規定の範囲内で勤務させることができる。

　（時間外勤務代休時間）

第12条の３　所属長は、愛媛県企業職員の給与に関する規程第９条

の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例

（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「例による一般職給与条例」

という。）第14条第４項の規定により算定した時間外勤務手当を

支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代

わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」と
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いう。）として、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正

規の勤務時間外にした勤務（週休日又は勤務時間を割り振らない

日における勤務のうち管理者が定める勤務を除く。）の時間と割

振り変更前の正規の勤務時間（愛媛県企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例（昭和41年愛媛県条例第38号）第10条第２項に

規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を

超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を

超えてした勤務の時間との合計が１箇月について60時間を超えて

勤務した全時間に係る月（以下「60時間超過月」という。）の末

日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間内にある

勤務日等（休日及び代休日を除く。第３項及び第５項において同

じ。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することが

できる。

２～７　省略

第14条　省略

　（要介護者の介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確

認等）

第14条の２　所属長は、職員が当該所属長に対し、要介護者が当該

職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当

該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以

下「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせると

ともに、介護両立支援制度等の申告又は請求に係る当該職員の意

向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

２　所属長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する

年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前

項に規定する事項を知らせなければならない。

　（仕事と介護との両立のための勤務環境の整備に関する措置）

第14条の３　管理者は、介護両立支援制度等に係る申告又は請求が

円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

⑴　職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

⑵　介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

⑶　その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置

第14条の４　省略

いう。）として、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正

規の勤務時間外にした勤務（週休日

における勤務のうち管理者が定める勤務を除く。）の時間と割

振り変更前の正規の勤務時間（愛媛県企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例（昭和41年愛媛県条例第38号）第10条第２項に

規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を

超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を

超えてした勤務の時間との合計が１箇月について60時間を超えて

勤務した全時間に係る月（以下「60時間超過月」という。）の末

日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間内にある

勤務日等（休日及び代休日を除く。第３項及び第５項において同

じ。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することが

できる。

２～７　省略

第14条　省略

　

第14条の２　省略

　　　附　則

１　この管理規程は、公布の日から施行する。
２　愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（勤務時間）

第３条　省略

２　省略

３　就業規程第４条第７項、第９項及び第10項の規定は、前項の規

定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場

合について準用する。

４　省略

　（勤務時間）

第３条　省略

２　省略

３　就業規程第４条第11項から第13項まで　　の規定は、前項の規

定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場

合について準用する。

４　省略
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○愛媛県公営企業管理規程第６号

　愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

　愛媛県公営企業会計規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（誤払金等の戻入れ　　手続）

第58条　省略

２　省略

３　所属長は、第１項の規定による戻入れ　　の決定をしたとき

は、直ちに納入通知書　　　　　　　　　　　を納入義務者に送

付して納入の通知をしなければならない。

　（直接払）

第59条　省略

２　省略

３　企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に現金の支

払をさせたときは、その日に、支払をさせた合計金額の支払依頼

書　　　　（様式第49号の２）を作成し、当該出納取扱金融機関

に送付しなければならない。

　（隔地払）

第61条　企業出納員は、隔地払をするときは、隔地払通知書（様式

第50号）、隔地払案内書（様式第50号の２）及び送金通知書（様

式第50号の３）に支払依頼書　　　　を添えて出納取扱金融機関

に送付しなければならない。この場合において、支払場所が出納

取扱金融機関以外の金融機関であるときは、出納取扱金融機関を

して送金小切手により送金させるものとする。

　（口座振替による支払）

第63条　企業出納員は、口座振替の方法による支払をするときは、

口座振替支払通知書（様式第52号）に支払依頼書　　　　を添え

て出納取扱金融機関に送付しなければならない。

　（法定控除金等の支払）

第65条　企業出納員は、法定控除金、後納郵便料、水道料、電話料

等の支払をするときは、 払込書等を 出納取扱

金融機関に送付しなければならない。

２　省略

　（給与等の支払資金の口座振替）

第70条の２　企業出納員は、給与資金前渡担任者に給与等の支払資

金を口座振替するときは、第63条の規定にかかわらず、同条に規

定する支払依頼書　　　　を送付すれば足りる。

　（公金振替書の交付等）

第71条の11　省略

２　企業出納員は、前項の規定により、会計相互間において公金振

替をしたときは、その日に、合計金額の支払依頼書　　　　を作

成し、当該金融機関に送付しなければならない。

３　省略

　（公金の出納）

第151条　出納取扱金融機関は、納入通知書その他次の各号に掲げ

る書類（以下「納入に関する書類」という。）のいずれかに基づ

かなければ、公金を収納してはならない。

　（誤払金等のもどし入れ手続）

第58条　省略

２　省略

３　所属長は、第１項の規定によるもどし入れの決定をしたとき

は、直ちに誤払金等納入通知書（様式第48号）を納入義務者に送

付して納入の通知をしなければならない。

　（直接払）

第59条　省略

２　省略

３　企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に現金の支

払をさせたときは、その日に、支払をさせた合計金額の支払通知

額等集計表（様式第49号の２）を作成し、当該出納取扱金融機関

に送付しなければならない。

　（隔地払）

第61条　企業出納員は、隔地払をするときは、隔地払通知書（様式

第50号）、隔地払案内書（様式第50号の２）及び送金通知書（様

式第50号の３）に支払通知額等集計表を添えて出納取扱金融機関

に送付しなければならない。この場合において、支払場所が出納

取扱金融機関以外の金融機関であるときは、出納取扱金融機関を

して送金小切手により送金させるものとする。

　（口座振替による支払）

第63条　企業出納員は、口座振替の方法による支払をするときは、

口座振替支払通知書（様式第52号）に支払通知額等集計表を添え

て出納取扱金融機関に送付しなければならない。

　（法定控除金等の支払）

第65条　企業出納員は、法定控除金、後納郵便料、水道料、電話料

等の支払をするときは、支払通知書に払込書等を添えて出納取扱

金融機関に送付しなければならない。

２　省略

　（給与等の支払資金の口座振替）

第70条の２　企業出納員は、給与資金前渡担任者に給与等の支払資

金を口座振替するときは、第63条の規定にかかわらず、同条に規

定する支払通知額等集計表を送付すれば足りる。

　（公金振替書の交付等）

第71条の11　省略

２　企業出納員は、前項の規定により、会計相互間において公金振

替をしたときは、その日に、合計金額の支払通知額等集計表を作

成し、当該金融機関に送付しなければならない。

３　省略

　（公金の出納）

第151条　出納取扱金融機関は、納入通知書その他次の各号に掲げ

る書類（以下「納入に関する書類」という。）のいずれかに基づ

かなければ、公金を収納してはならない。

改 正 後 改 正 前
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⑴　省略

⑵　省略

⑶　省略

⑷　省略

⑸　省略

２　出納取扱金融機関は、企業出納員が発行した小切手その他次の

各号に掲げる書類（以下「支出に関する書類」という。）のいず

れかに基づかなければ、公金を支出してはならない。

⑴～⑹　省略

⑺　支払依頼書

　（データ伝送の方法を用いた収納手続の特例）

第153条の２　前条の規定にかかわらず、取扱店は、管理者が定め

る収入に係る公金を口座振替の方法により収納したときは、別に

定めるところにより、収納に係るデータをデータ伝送の方法によ

り総括店（令第22条の３第４項に規定する総括出納取扱金融機

関を定めたときは、その総括店とする。以下この条において同

じ。）に送付するとともに、当該データに係る収納金を総括店の

管理者の預金口座に振替をしなければならない。

　（出納取扱金融機関の払込み）

第163条　出納取扱金融機関は、第65条第１項の規定により払込書

等の　　　　　　　　　送付を受けたときは、直ちにその指定す

る納付機関に払込みをし、払込済の領収書を企業出納員に送付し

なければならない。

　（支払依頼書　　　　の作成）

第170条　出納取扱金融機関は、企業出納員から送付を受けた支払

通知書、隔地払通知書、給与送金支払通知書、口座振替支払通知

書又は公金振替書に基づいて当日の支払依頼書　　　　を作成

し、即日企業出納員に提出しなければならない。

　（証拠書類の保存）

第174条　出納取扱金融機関は、次に掲げる証拠書類を年度経過後

５年保存しなければならない。ただし、第２号に掲げる領収書そ

の他支払に係る証拠書類については、年度経過後10年保存しなけ

ればならない。

⑴　省略

⑵　小切手、支払に係る公金振替書、支払取消通知書

、領収書、隔地払通知書、口座振替支払通知書その

他支払に係る証拠書類

様式第30号（第20条―第23条、第25条、第28条―第30条、第58条、

第71条の11、第151条、第174条関係）　省略

⑴　省略

⑵　誤払金等納入通知書

⑶　省略

⑷　省略

⑸　省略

⑹　省略

２　出納取扱金融機関は、企業出納員が発行した小切手その他次の

各号に掲げる書類（以下「支出に関する書類」という。）のいず

れかに基づかなければ、公金を支出してはならない。

⑴～⑹　省略

⑺　支払通知額等集計表

３　出納取扱金融機関は、誤払金等納入通知書により公金を収納し

たときは、支出金にもどし入れをしなければならない。

　（データ伝送の方法を用いた収納手続の特例）

第153条の２　前条の規定にかかわらず、取扱店は、管理者が定め

る収入に係る公金を口座振替の方法により収納したときは、別に

定めるところにより、収納に係るデータをデータ伝送の方法によ

り総括店（令第22条の４第４項に規定する総括出納取扱金融機

関を定めたときは、その総括店とする。以下この条において同

じ。）に送付するとともに、当該データに係る収納金を総括店の

管理者の預金口座に振替をしなければならない。

　（出納取扱金融機関の払込み）

第163条　出納取扱金融機関は、第65条第１項の規定により支払通

知書に払込書等を添えて送付を受けたときは、直ちにその指定す

る納付機関に払込みをし、払込済の領収書を企業出納員に送付し

なければならない。

　（支払通知額等集計表の作成）

第170条　出納取扱金融機関は、企業出納員から送付を受けた支払

通知書、隔地払通知書、給与送金支払通知書、口座振替支払通知

書又は公金振替書に基づいて当日の支払通知額等集計表を作成

し、即日企業出納員に提出しなければならない。

　（証拠書類の保存）

第174条　出納取扱金融機関は、次に掲げる証拠書類を年度経過後

５年保存しなければならない。ただし、第２号に掲げる領収書そ

の他支払に係る証拠書類については、年度経過後10年保存しなけ

ればならない。

⑴　省略

⑵　小切手、支払に係る公金振替書、支払取消通知書、誤払金等

納入通知書、領収書、隔地払通知書、口座振替支払通知書その

他支払に係る証拠書類

様式第30号（第20条―第23条、第25条、第28条―第30条　　　　、

第71条の11、第151条、第174条関係）　省略

　様式第48号を次のように改める。
様式第48号　削除
　様式第49号の２を次のように改める。
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様式第49号の２（第59条、第61条、第63条、第70条の２、第71条の11、第151条、第170条関係）　支払依頼書

 

5/6 

様式第49号の２（第59条、第61条、第63条、第70条の２、第71条の11、第151条、第170条関

係） 支払依頼書 

支 払 依 頼 書 
 会計  

 

作 成 

 

支払依頼番号 

 

              様 

 

地方公営企業法施行令第22条の３第２項の規定により 

本書記載の金額を支払いするよう通知します。 

 

   

   

   

 

 

 

 支 払 年 月 日   

 

 支 払 総 額   

 

 

支

払

内

訳 

書 

支払方法 金   額 控 除 額 差引支払額  

      

      

      

      

      

 計     
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令和７年４月１日　発行

　　　附　則

１　この管理規程は、公布の日から施行する。
２　この管理規程施行の際現に発行されている改正前の愛媛県公営企業会計規程様式第48号の規定による誤払金等納入通知書は、愛媛県公
営企業会計規程様式第30号の規定による納入通知書とみなす。

雑　　　　報

○愛媛県内水面漁場管理委員会指示第27号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４
項の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同
じ。）に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止につ
いて、次のとおり指示する。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　愛媛県内水面漁場管理委員会　　　
　　　　　　　　　　　　　　　会長　岡　村　重　治　　　　　
１　指示の内容
　⑴　持ち出しの制限
　　　県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ
イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事
が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ
イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は
検査に供する場合は、この限りでない。

　⑵　放流等の制限
　　　県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件の全てに該当する場合以外は、してはならない。た
だし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場合
はこの限りでない。

　　ア　コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので
ないこと。

　　イ　コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと
水を介しての接点がないこと。

　　ウ　ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された
コイ群であること。

�　⑶　遺棄の禁止
　　　生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。
　⑷　⑴の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな

い。
２　指示の期間
　　令和７年４月１日から令和８年３月31日まで


